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(57)【要約】
【課題】折版屋根への取付に好適な命綱の取付装置およ
び取付構造を提供する。
【解決手段】平面視直線状で、側面視が折版屋根２１の
屋根面に設置される上部アーム２と、上部アーム２の前
端に形成された折曲垂直部の下端に一体化された受けプ
レート３と、上部水平部２ｃに揺動可能に枢支され、か
つ下端に受けプレート上面に離接可能な狭持プレート４
を枢支し、上端に連結ロープ９の一端を取付けた操作レ
バー５と、下部水平部２ａの他端上部に固定されて連結
ロープ９を挿通するとともに、連結ロープ９の噛合側に
付勢されるロックレバー１４を回動可能に支持したロッ
ク装置１０とを備え、上部アーム２を屋根上に設置し、
受けプレート３を屋根の軒裏に位置させ、連結ロープ９
を引くことにより、操作レバーを傾動させて狭持プレー
ト４と受けプレート３との間で屋根の軒端を挟み込み固
定する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視直線状で、側面視が屋根の屋根面に設置される上部アームと、
　上部アームの前端に形成された折曲部の下端に一体に固定された受けプレートと、
　上部アームの前部に揺動可能に枢支され、かつ下端に受けプレートの上面に離接可能な
狭持プレートを枢支し、上部アームの上方に突出する上端に連結ロープの一端を取付けた
操作レバーと、
　上部アーム後部の上部に固定され、連結ロープを挿通するとともに、常時連結ロープと
の噛合側に付勢されるロックレバーを回動可能に枢支したロック装置とを備え、
　上部アームを屋根上に設置し、受けプレートを屋根の軒裏に位置させ、連結ロープを引
くことにより、操作レバーを回動させて上下平行に対面する狭持プレートと受けプレート
との間で屋根の軒端を挟み込み固定することを特徴とする命綱の取付装置。
【請求項２】
　前記操作レバー（５）は、左右平行な長手の平板（５Ａ，５Ａ）により形成され、該平
板の中間部間に設けられた支点軸（６）を介して前記上部アーム（２）の前部に揺動可能
に枢支され、該平板の上端間に設けられた取付軸（８）に前記連結ロープ（９）の一端が
取り付けられ、該連結ロープ（９）は、常時は前記ロック装置（１０）の前記ロックレバ
ー（１４）の噛合付勢により前記上部アーム（２）の上面側に抜け止めロックされている
とともに、連結ロープ（９）の他端方向への引出し操作時には、ロックレバー（１４）の
噛合付勢が解除されて引出し操作自在とされているとともに、前記操作レバー（５）が回
動し前記挟持プレート（４）と受けプレート（３）とが平行に対面して挟持力が確保され
ることを特徴とする請求項１に記載の命綱の取付装置。
【請求項３】
　前記上部アーム（２）は、側面視が折版屋根の屋根面に設置される下部水平部（２ａ）
と、下部水平部（２ａ）の一端に上方傾斜部（２ｂ）を介して連続する上部水平部（２ｃ
）と、上部水平部（２ｃ）の前端に垂下する前記垂直部（２ｄ）とを一体に設け、上部水
平部（２ｃ）と垂直部（２ｄ）と垂直部（２ｄ）の下端に固定した前記受けプレート（３
）とが略コ形に形成されるようにしたことを特徴とする請求項１又は２に記載の命綱の取
付装置。
【請求項４】
　前記上部アーム（２）の前記下部水平部（２ａ）の底部および、前記狭持プレート（４
）の底面には、摩擦材（１６）が固定されていることを特徴とする請求項３に記載の命綱
の取付装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の前記取付装置（１）は、折版屋根（２１）の軒側端
部における波形凹凸の斜面に固定されることを特徴とする命綱の取付装置における取付構
造。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の前記取付装置（１）は、折版屋根（２１）の両側の
軒側端部に固定されているとともに、各取付装置（１）から引出された前記連結ロープ（
９）にメインロープ（３０）の両端を連結して張設することを特徴とする命綱の取付装置
における取付構造。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の前記取付装置（１）は、前記取付装置（１）の対が
折版屋根（２１）の長手方向の少なくても２箇所以上に固定され、かつ取付装置（１）間
に張設される各メインロープ（３）の中央を接続用ロープ（３４）の両端に連結すること
を特徴とする命綱の取付装置における取付け構造。

　
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブラットホームの屋根などに用いられる折版屋根に対する固定に好適な命綱
の取付装置およびその取付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　先に本出願人は、下記特許文献１，２に示すように、屋根作業時において、作業員の落
下防止のための命綱の取付装置を開発した。いずれの取付装置においても、屋根における
両側の軒側端部に設置される上部アームと、軒裏側において、上部アームの端部に回動可
能に取付けられて、上部アームとの間に軒側を狭持する挟みアームとを備え、挟みアーム
には、上部アームに導かれるとともに、上部アームにロックレバーを介して端部固定され
る連結ロープを備え、各連結ロープの端部にメインロープの両端を緊張状態に接続し、こ
のメインロープに作業員個々が携帯する安全帯をカラビナなどを介して接続することによ
って、安全確保しつつ、屋根上を自由に動いて作業を行えるようにしている。
【０００３】
　以上の構成によれば、作業員が屋根上で不時に転倒し、滑落し始めると、連結ロープが
緊張して、取付装置のアーム間に強い狭持力が作用することによって、装置そのものを軒
端に保持するとともに、作業員が屋根上から転落することを未然に防止するようになって
いる。また、取付装置を屋根から取外す時にはロックレバーを掛け外して連結ロープを緩
めるだけで、簡単に取外せるようにしている。
【特許文献１】実用新案登録第２５９７３３号公報
【特許文献２】実公昭６０－２５２６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上の取付装置は、屋根勾配のある一般住宅の屋根に適用され、そのため、屋根の軒端
に設けられる雨樋などとの干渉を防止するために、軒端下部の空間を広く取るためのオー
バハング形状などの独自のアーム形状をしている。ところで、この取付装置をＹ字形、Ｔ
字形、逆Ｌ字形とされたブラットホームなどの折版構造の屋根に適用する場合、上記従来
の取付装置では、その先端部分が軒端から大きく突出し、またその取付のために、作業者
が軒先側に移動する必要が生じ、高圧架線に触れたり、列車の肩部に衝突するおそれが生
ずる。また、ブラットホームの屋根は角波形状をなした、いわゆる、折版屋根構造となっ
ており、その板厚も薄いものであるため、一般住宅用のものをそのまま転用することはで
きなかった。
【０００５】
　そこで本発明は、以上の課題を解決するものであって、その目的とするところは、取付
装置がブラットホームの屋根の軒先から大きく突出するということがなく、またその取り
付けにあたっても、作業者が屋根の軒先側に乗り出す必要がなく、遠隔操作を可能として
、安全性を向上させ、かつ一箇所に荷重が集中することなく取付けできるようにした、ブ
ラットホームなどに設けられた折版屋根に対する取付に好適な命綱の取付装置およびその
取付構造を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明の命綱の取付装置１は、平面視直線状で、側面視が折
版屋根２１の屋根面に設置される上部アーム２と、上部アーム２の前端に形成された折曲
部の下端に一体に固定された受けプレート３と、上部アーム２の前部に揺動可能に枢支さ
れ、かつ下端に前記受けプレート３の上面に平行方向に離接可能な狭持プレート４を枢支
し、上部アーム２の上方に突出する上端に連結ロープ９の一端を取り付けた操作レバー５
と、上部アーム２の上部に固定され、連結ロープ９を挿通するとともに、常時連結ロープ
９の噛合側に付勢されるロックレバー１４を回動可能に枢支したロック装置１０とを備え
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、上部アーム２を屋根２１上に設置し、受けプレート３を屋根の軒裏に位置させ、連結ロ
ープ９を引くことにより、操作レバー５を回動させて、上下平行に対面する狭持プレート
４と受けプレート３との間で屋根２１の軒端を挟み込み固定することを特徴としている。
【０００７】
　本取付装置１を取り付け固定させる場合、作業者ＷＰは、屋根の上側から受けプレート
３と狭持プレート４の間に折版屋根の先端を容易に差込み、後方から連結ロープ９を引っ
張っることにより操作レバー５を引いて、受けプレート３と狭持プレート４の間に屋根板
を直接的に平行に挟持させることができる。この取付作業中、作業者が軒先側に乗り出す
必要がないことから、高圧架線Ｋや列車ＴＲの肩部に触れる危険がなく、安全に作業をす
ることができる。この場合、後方に引っ張られた連結ロープ９は、ロック装置１０のロッ
クレバー１４によりロックされ、前方に戻ることがなく、安全性が確保される。
【０００８】
　また、本発明の命綱の取付装置１では、前記操作レバー５は、左右平行な長手の平板５
Ａ，５Ａにより形成され、該平板の中間部間に設けられた支点軸６を介して前記上部アー
ム２の前部に揺動可能に枢支され、該平板の上端間に設けられた取付軸８に前記連結ロー
プ９の一端が取り付けられ、該連結ロープ９は、常時は前記ロック装置１０の前記ロック
レバー１４の噛合付勢により前記上部アーム２の上面側に抜け止めロックされているとと
もに、連結ロープ９の他端方向への引出し操作時にはロックレバー１４の噛合付勢が解除
されて、引出し操作自在とされているとともに、前記操作レバー５が回動し、前記狭持プ
レート４と前記受けプレート３とが平行に対面して折版屋根２１を挟み込むことを特徴と
している。
【０００９】
　上記の構成により、操作レバー５の上端に対する連結ロープ９一端の結合固定が容易且
つ強固となる。上述したように、作業者ＷＰは、受けプレート３と狭持プレート４の間に
折版屋根の先端を引っ掛けるように挿入した後に、後方から連結ロープ９を引っ張っるこ
とにより操作レバー５を引いて、受けプレート３と狭持プレート４の間に屋根板を直接的
に平行に挟持させることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
【００１０】
　さらに、本発明の命綱の取付装置１では、前記上部アーム２は、側面視が折版屋根の屋
根面に設置される下部水平部２ａと、下部水平部２ａの一端に上方傾斜部２ｂを介して連
続する上部水平部２ｃと、上部水平部２ｃの前端に垂下する前記垂直部２ｄとを一体に設
け、上部水平部２ｃと垂直部２ｄと垂直部２ｄの下端に固定した前記受けプレート３とが
略コ形に形成されるようにしたことを特徴としている。
【００１１】
　上記の構成により、取付装置１先端の軒先からの突出長さが最小となり、取付作業時及
び取付後の安全性が確保される。
【００１２】
　さらに、前記取付装置１の外周部全体を可動部分を除いて絶縁材で覆った構造とするこ
とも可能であり、取付装置の本体部分をＦＲＰなどの絶縁材料で構成することもできる。
【００１３】
　本発明の取付構造においては、前記取付装置１は折版屋根２１の軒側端部における波形
凹凸の斜面に固定されることを特徴としている。
【００１４】
　また、前記取付装置１は、折版屋根２１の両側の軒側端部に固定されているとともに、
各取付装置１から引出された連結ロープ９にメインロープ３０の両端を連結して張設する
ことにより、作業の安全性が確保される。取付装置１を、折版屋根２１の片側にのみ固定
して、作業をすることも可能である。
【００１５】
　さらに、上記取付装置１の対が折版屋根２１の長手方向の少なくても２箇所以上に固定
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され、かつ取付装置１間に張設される各メインロープ３の中央を接続用ロープ３４の両端
に連結することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、取付装置の屋根への取付作業に当たり、作業者が軒先に乗り出す必要
がなく、屋根上からの連結ロープの引き出しによる遠隔作業が可能であり、高圧架線や列
車に触れる恐れもなく、作業の安全性が確保される。
【００１７】
　また、本発明の取付装置では、軒端および軒端下部に大きく突出する部分がなく、かつ
狭持部分が平行で挟持力も大きく確実であって、平均化した挟持荷重で固定でき、折版屋
根に対する取付安全性が向上する。
【００１８】
　また、請求項４によれば、屋根面に対するクッション効果と摩擦保持効果を得ることが
できる。
【００１９】
　請求項５においては、折版屋根板の斜面においては、折版屋根２１の軒端における取付
障害物がないため、取付装置１の固定を良好に行うことができる。
【００２０】
　請求項６又は７記載の発明によると、万が一屋根上での転倒事故が生じた場合には、メ
インロープ３０が緊張する結果、取付装置１に対する固定力がさらに高まり、作業員の装
着した安全帯を介して作業員の安全性を確保できる。尚、取付装置１を屋根の片側にのみ
固定して作業をする場合において、万が一屋根上での転倒事故が生じた場合にも、安全帯
を介して連結ロープが緊張し、屋根への挟持力が確保されることから作業員の安全性が確
保されている。
【００２１】
　請求項７記載の発明によると、屋根上の作業員の安全性を確保しつつ、移動範囲を拡大
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１、図２は、本発明の第１実施形態による命綱の取付装置を示している。この取付装
置１は、所要肉厚の金属製の角パイプ（図１の断面参照）を溶接により平面視直線状に連
結した上部アーム２と、上部アーム２の一端下部に一体化されて軒裏に配置される金属製
プレス成形体からなる受けプレート３と、受けプレート３の上部に離接可能対向する同じ
く金属製プレス成形体からなる可動式の狭持プレート４とを備えている。
【００２３】
　上部アーム２は、図に向って右側から、屋根面に設置される所定長さの下部水平部２ａ
と、下部水平部２ａの先端に接合された上方傾斜部２ｂと、傾斜部２ｂの先端に接合され
た上部水平部２ｃと、上部水平部２ｃの先端に接合された垂直部２ｄとからなっており、
垂直部２ｄの下端に前記受けプレート３を溶接により略Ｌ形に一体化し、上部水平部２ｃ
に対向させている。上部水平部２ｃと垂直部２ｄと受けプレート３とが、略コ字状に形成
されている。
【００２４】
　上部水平部２ｃの中央部には、操作レバー５の中間部が支点軸６を介して揺動可能に枢
支されている。操作レバー５は、左右一対の平行な長手の平板５Ａ，５Ａにより形成され
、その中間部が支点軸６により、上部水平部２ｃの中央部の左右側面に枢支されている。
操作レバー５の下端には枢支軸７を介して前記狭持プレート４の中間部を揺動自在に支持
している。さらに、操作レバー５の上部水平部２ｃからの突出上端には、平板５Ａ，５Ａ
間に取付軸８が架設して設けられ、この取付軸８には連結ロープ９の一端に形成されたル
ープ９ａを結合している。なお、支点軸６、枢支軸７および取付軸８のいずれも、ワッシ
ャを介して取付けられたボルト、ナットおよびボルト軸の外周に挿通されたシースからな
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るものである。
【００２５】
　下部水平部２ａの後端上部には、前記連結ロープ９の他端側を挿通するロック装置１０
が固設されている。ロック装置１０は、下部水平部２ａの上面にビス固定具Ｂを介して固
定され、前記連結ロープ９の他端を挿通する略コ字形の開口を形成したケース１１と、ケ
ース１１内の上部側にあって、支点軸１２を介して回動可能に枢支され、かつそのレバー
端をケース１１外に突出させたロックレバー１４と、ロックレバー１４の両側にあって常
時ロックレバー１４の下部に形成された噛合用凹凸１４ａを連結ロープ９の接触側に回動
付勢する１対のトーションばね１５を備えている。ロックレバー１４下部の噛合用凹凸１
４ａは、連結ロープ９の他端側への引き出しを許容し、一端側への引き出しを許容しない
ラチェット構造とされている。連結ロープ９の他端側への引き出し時には、操作レバー５
が垂直方向へ回動し、狭持プレート４が受けプレート３上に平行に対面して、その間に折
版屋根への挟持力を発生させる。狭持プレート４は、その上記対面状態において、垂直部
２ｄの背面に当接して対面状態を保持するようにされている。このような対面状態におい
て、連結ロープ９は、ロック装置１０により、その一端側への引き出しが出来ないように
ロックされている。
【００２６】
　さらに、下部水平部２ａの下面および狭持プレート４の下面には、屋根面に対するクッ
ション性と滑り止め効果を得るためのゴム板よりなる摩擦材１６が固着されている。
【００２７】
　図３は、以上の取付装置１が固定されるプラットホームの各種屋根形状を示している。
まず（ａ）は、線路ＲＷ上を走行する列車ＴＲが両側に横付けされるブラットホームＰＨ
の幅が比較的狭く、その中央に立設された鉄骨製支柱２０の上部両側にＹ字形をなして屋
根２１が配置されている構造である。また（ｂ）では、列車ＴＲが両側に横付されるプラ
ットホームＰＨの幅が比較的広く、中央に立設された支柱２０の上部にＴ字形をなして屋
根２１が配置されている構造である。さらに（ｃ）では、列車ＴＲはブラットホームＰＨ
の片側のみに横付され、その反対側に立設された支柱２０に略逆Ｌ字形をなして屋根２１
が配置されている構造となっている。屋根の上部には高圧架線Ｋが設けられている。
【００２８】
　いずれの形態の屋根２１も、角波形が連続する折版屋根であり、角波形に形成された屋
根材の頂部同士をはぜ込みによって連結する構造、重ね合わせてボルトで連結する構造、
または下部に配置された角波形のタイトフレームの頂部に突出するピンに嵌合し、その上
部にキャップを冠する構造、あるいはこれらの組合せ構造が採用され、ブラットホームＰ
Ｈ上で列車待ちする人に対する必要最低限の雨仕舞および日除などを確保するとともに、
列車ＴＲに干渉することを防止するために、その軒端を列車ＴＲの肩部との間に所定の間
隔ｄを明けて位置させている（図３（ａ）参照）。また、この種の屋根２１上には、特に
屋根作業用の安全設備などは装備されていることはない。
【００２９】
　図４は、前記屋根２１の幅方向両側の軒端に取付装置１を固定し、この取付装置１間に
命綱本体となるメインロープ３０を張設し、このメインロープ３０の複数箇所に設けた連
結用ループ３０ａに作業員ＷＰが装着した安全帯３１をカラビナなどを介して係止し、安
全を確保した状態で屋根作業をしている状態を示している。尚、メインロープ３０の上記
連結用ループ３０ａは、なくてもよい。
【００３０】
　図４（ａ）において、取付装置１の軒端に対する固定作業は、連結用ロープ９を緩める
ことによって、狭持プレート４が受けプレート３より離間している状態（図１の側面にお
ける想像線参照）で、受けプレート３を屋根２１の軒下に位置させ、垂直部２ｄを軒端に
当接させた状態で、連結ロープ９を引けば、ロックレバー１４がロック解除の方向に回動
し、狭持プレート４が下降して、受けプレート３との間で屋根２１の軒端を上下で挟み込
み、その後連結ロープ９を離せば、ロックレバー１４がトーションばね１５によりロック
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方向に揺動して取付装置１そのものが固定される。
【００３１】
　なお、取付装置１の軒端からの突出量は単に垂直部２ｄのみであり、また軒下には扁平
状の受けプレート３のみが突出するだけであるため、屋根２１からの突出量は極めて小さ
く、列車ＴＲの肩部に対する間隔を狭めることはない。
【００３２】
　取付装置１の固定後は、各連結ロープ９の端部にメインロープ３０を接続する。接続に
あたっては、図４（ａ）の一部に拡大して示すごとく、連結ロープ９の取付装置１からの
引出し端に形成されたループ９ａに、メインロープ３０の端部に設けたカラビナ３２を係
止させ、メインロープ３０を引けば、ロープ緊張器３３のレバーが回動することによって
、メインロープ３０は緊張し、両取付装置１間にメインロープ３０が張設される。
【００３３】
　なお、図４（ａ）においては、屋根２１の谷部に取付装置１を固定した状態を示してい
るが、実際には、図４（ｂ）に示すように、斜面部に取付けることが望ましい。なぜなら
ば、谷部における軒端には雨樋が接近配置されている場合があり、これが取付障害となる
ことがあるからである。また、山部では重ね合せ部に配置されたボルト、ハゼ込み加工の
凹凸、あるいはキャップなどの突出物により取付不能となるからであり、従って斜面部が
取付障害のない最も好ましい固定位置となる。また、図４（ｂ）中、符号２２は、屋根２
１の下部にあって、その凹凸形状に応じた形状で屋根２１を支持するタイトフレーム、２
３はタイトフレームの下部に配置されたＨ形鋼からなる横梁である。
【００３４】
　また、図４では屋根２１の対向する軒端に１対の取付装置１を固定し、各取付装置１間
にメインロープ３０を張設したが、一般にこの種の屋根２１はブラットホームＰＨの長さ
に応じて極めて長いため、一箇所のみでは作業員ＷＰの行動範囲に制限を受ける。
【００３５】
  そこで、図５に示すように、取付装置１の対を屋根２１の長手方向の２箇所設け、それ
ぞれの間にメインロープ３０を張設するとともに、各メインロープ３０の中間位置にこれ
と直交して接続用ロープ３４の両端を接続して張設し、作業員ＷＰが屋根２１の長手方向
に沿って移動する際には、接続用ロープ３４に沿って作業員ＷＰ側の安全帯３１を係止し
た状態で長手方向に沿って移動することにより、落下安全性を確保しつつ移動範囲も大き
く確保できる。接続用ロープ３４には連結用ループ３４ａを設けることもできるが、連結
用ループ３４ａはなくてもよく、安全帯３１の先端に設けたカラビナを接続用ロープ３４
に沿って滑らせるようにして作業をすれば良い。
【００３６】
　なお、長手方向２箇所だけでなく、屋根２１の長さがさらに長い場合、さらに２箇所以
上の複数の箇所に取付装置１の対を配置し、その間に張設されたメインロープ３０の中間
位置に接続用ロープ３４を張設することが望ましい。これはメインロープ３０間の長さが
長い場合には接続用ロープ３４の長さが長くなり、転落事故が生じた場合には中間接続用
ロープ３４の伸びにより、落下荷重を吸収できなくなるおそれがあるからである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１実施形態による命綱の取付装置の平面図、側面図、正面図および平
面図におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図２】同装置の斜視図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は同装置が取付けられるブラットホームの屋根形状を示す説明図
である。
【図４】（ａ）は同装置を屋根に対する取付構造を示す一部拡大箇所を含む正断面図、（
ｂ）は（ａ）のＢ矢視における部分拡大図である。
【図５】同好ましい取付形態を示す平面図である。
【符号の説明】
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　１　命綱の取付装置
　２　上部アーム
２ａ　下部水平部
２ｂ　傾斜部
２ｃ　上部水平部
２ｄ　垂直部
　３　受けプレート
　４　狭持プレート
　５　操作レバー、５Ａ　平板
　６　支点軸
　７　枢支軸
　８　取付軸
　９　連結ロープ
９ａ　ループ端
１０　ロック装置
１１　ケース
１２　支点軸
１４　ロックレバー
１４ａ　噛合用凹凸
１５　トーションばね
１６　摩擦材
２０　支柱
２１　屋根（折版屋根）
２２　タイトフレーム
２３　横梁
３０　メインロープ
３０ａ　ループ
３１　安全帯
３２　カラビナ
３３　引締め器
３４　接続用ロープ
３４ａ　ループ
　Ｂ　ビス
ＲＷ　線路
ＴＲ　列車
ＰＨ　プラットホーム
ＷＰ　作業員
ｄ　間隔
Ｋ　高圧架線
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